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○ 児童虐待の現状 

全国では子供の生命が奪われる重大な事件が後を絶たず、深刻な状況が続いています。 

〇 児童虐待の特徴 

   児童虐待は、児童が自ら助けを求めることが困難である 

ことや、被害を受けていること自体を認識できないなどの 

理由で、潜在化・長期化し、深刻な被害に至る可能性が高 

いという特徴があります。                      

○ 児童虐待とは、保護者がその監護する18歳未満の児童に 

対し、                     

「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」              

の行為を行うことをいいます。 

〇 子供の激しい泣き声や大人の怒鳴り声等、「虐待かも」 

と思うことがあれば１１０番通報をお願いします。                                                                                                

令和６年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者
は、凶悪事件などで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑
者をはじめとして、約５９０人に上っています。 
これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷

害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名手配されており、再
び犯行を行うおそれがあります。 
警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、１１月中 

に全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行う 
こととし、これら被疑者の早期検挙に取り 
組んでいるところです。 
指名手配被疑者によく似た人を見掛けた 

といった情報など、どんなわずかなことでも 
結構ですので、警察に通報していただくよう 
お願いします。 

 

指名手配被疑者の検挙にご協力を！ 

児童虐待から子供を救うために 

～11月は、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」です～ 

 

～性的虐待～ 

～身体的虐待～ 


